
 

第２回 長期的な土地利用の在り方に関する検討会 

 

 

                  日 時：令和２年７月７日（火）15:00～17:00 

                  場 所：農林水産省第３特別会議室 

 

 

                      会 議 次 第 

 

 

１ 開 会 

 

２ 議 事 

 （１）第 1 回検討会における主な御意見について 

 （２）放牧等による農地の多様な利用について 

   

３ 閉 会 

 

 

 

【配布資料】 

 

資料１ 第 1 回検討会における主な御意見（農林水産省） 

資料２ 放牧等による農地の多様な利用について（農林水産省） 

資料３ 放牧による耕作放棄地対策と畜産振興 

（(一社)日本草地畜産種子協会放牧アドバイザー 梨木守氏） 

資料４ 荒廃農地の管理の在り方と合意形成について（笠原委員） 

資料５ 土地利用の主体と地方自治体の支援について（高橋委員） 
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資料
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項 目 NO 主 な 意 見 発言者

管理の在り方

1 ・中山間地は多様性に富んでおり、水田型、田畑型、畑地型等の違いによる集落活動の差の検証に
より、農地保全に係る施策が見出せる可能性がある。 安藤委員

2 ・新たな土地利用の区分については、細分化が必要ではないか。
【参考資料１：現行の農業振興地域制度における特別な用途制度】 笠原委員

3 ・農地復旧が容易な非農地に転換した場合であっても農地は非農地になってしまうと、復元は困難では
ないか。 笠原委員

4 ・遊休農地は地帯区分により広がり方が違うので、地域別に対策が異なるのではないか。 笠原委員

5 ・農地の再生を考えるならば、農道や農業水利施設の存在等も視野に入れるべき。 広田委員

6 ・自然に林地や湿地になった方が、生態的な価値が高くなるケースすらある。 深町委員

7 ・農地として残すか否かは、江戸時代からの土地利用履歴に基づきながら考えることも大切である。 深町委員

植林
8 ・減反政策（1970年代）により進んだ山間部の水田の植林についてのその後の検証により、どのよう
な植林が有効か等の議論の素材になる。 安藤委員

9 ・植林しただけで手入れをしないと、災害が起こりやすく、植林により林地にしてうまくいくことは限定的で
はないか。 深町委員

利用・管理の主体 10 ・中山間地では、平地の人手を借りながら農地の維持を考えることが必要である。 高橋委員

合意形成手法

11 ・農地を守るための合意形成は、その対象範囲をよく検討すべき。 高橋委員

12 ・農地の保全に関する合意形成の範囲は、複数集落集まって検討する方が有意義（小学校区、地
区単位）である。 広田委員

13 ・地域の合意形成は容易ではないため、支援する人材が必要である。 広田委員

ゾーニングの要否 14 ・政策的効果を発揮させるためには、ゾーニングによる土地利用区分とアメとなる誘導的施策の組合せ
が重要である。 【参考資料２：現行の農業振興地域制度における措置】 広田委員

〇第１回「長期的な土地利用の在り方に関する検討会」における主な意見

24



項 目 NO 主 な 意 見 等 発言者

農地の利用目的、位置付け

15 ・特に中山間地域では、水利の関係から、上流部の農地の生産性が低くても、必要な農地として考え
ることが必要である。 笠原委員

16 ・環境保全か、食料生産向上かにより、農地確保の戦略の方向性も大きく変わる。 田口委員

17 ・「再生利用が困難な農地」については、農業土木技術的にできないのか、経済的にできないのか、誰
もやらないということなのか。その意味合いをクリアにすべき。 林委員

18 ・守るべき「優良農地」は、中山間地域の棚田など、景観や生物多様性に富む農地もこれに位置付け
てはどうか。 広田委員

担い手確保

19 ・地域外からの新たな人材の受入れに係る議論が必要である。
【参考資料３：第２回新しい農村政策の在り方に関する検討会資料】 池邊委員

20
・土地利用は、農地確保と担い手確保の両面を考える必要がある。担い手の受入れのためには、「農
地に戻すことが善」という議論だけではなく、その地域の担い手確保に寄与する方向へ持っていくことが大
切ではないか。

田口委員

21 ・担い手については、定住を前提に考えているが、通勤耕作人口や季節居住についても分析することが
必要である。 林委員

集落の維持

22 ・仕事を創り、暮らしを支えるといった居住者を増やすための施策が農地保全にも繋がる。
【参考資料４：人口減少の影響】 安藤委員

23 ・農業集落の維持は、周辺集落や立地の関係も分析することが必要である。 田口委員

24 ・農業政策を考える場合、集落やコミュニティの捉え方が大切。そこに住んでいないが、地域資源の管理
に関わっている者を含め、「拡大コミュニティ」「拡大集落」として捉えるのがよい。 広田委員

その他

25 ・特に農山村では、集積に対する何らかのインセンティブが必要である。 田口委員

26 ・大規模で水田を放牧地に転換する場合は、水利施設の取扱いについても検討が必要である。 安藤委員

27 ・2030年、2050年、2100年までは守るゾーンといった、長期的、段階的、戦略的なゾーニングといっ
た防衛ラインのような議論が必要ではないか。 林委員
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農用地 域の な用 の設 について
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○農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）（抄）

（農業振興地域の指定）
第六条 都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。
２～６（略）

（市町村の定める農業振興地域整備計画）
第八条 都道府県知事の指定した一の農業振興地域の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農
業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。

２ 農業振興地域整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 農用地等として利用すべき土地の区域（以下「農用地区域」という。）及びその区域内にある土地の農業上の用途区分
二～六（略）
３ （略）
４ 市町村は、第一項の規定により農業振興地域整備計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第二項第
一号に掲げる事項に係るもの（以下「農用地利用計画」という。）について、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

（農業振興地域整備計画の基準）
第十条・２ （略）
３ 市町村の定める農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつ
て、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度において農林水産省令で定める基
準に従い区分する農業上の用途を指定して、定めるものでなければならない。
一～五 （略）
４・５ （略）
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○農業振興地域の整備に関する法律施行規則（昭和44年農林省令第45号）（抄）

（農業上の用途）
第四条の二 法第十条第三項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 農業上の用途は、次に掲げる土地の区分に従い指定すること。ただし、法第三条第三号に掲げる土地については、当該土地に隣接する土地の区分に従
い指定すること。
イ 耕作の目的に供される土地 【→農地】
ロ 主として耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 【→採草放牧地】
ハ 法第三条第二号に掲げる土地 【→混牧林地】
ニ 法第三条第四号に掲げる土地 【→農業用施設用地】
二 農業上の用途は、当該土地を当該用途に供することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的
かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないよう指定すること。

２ 農用地区域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい農業の振興を図るために必要があると認められるときは、大規模な農業経営に適する土
地その他の特別の土地の区分を設け、前項の基準に従い指定された農業上の用途を更に細分して農業上の用途を指定することができる。
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6

○農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）（抄）

（土地利用についての勧告）
第十四条 市町村長は、農用地区域内にある土地が農用地利用計画において指定した用途に供されていない場合において、農業振興地域整備計画の達
成のため必要があるときは、その土地の所有者又はその土地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者に対し、その土地を当該農用地利
用計画において指定した用途に供すべき旨を勧告することができる。

２ 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、
その土地を農用地利用計画において指定した用途に供するためその土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者で市町
村長の指定を受けたものとその土地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転に関し協議すべき旨を勧告することが
できる。

（都道府県知事の調停）
第十五条 市町村長が前条第二項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときは、同項の指定を
受けた者は、その勧告があつた日から起算して二箇月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、その協議に係る所有権の移転又
は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転につき必要な調停をなすべき旨を当該市町村長を経由して申請することができる。

２ 都道府県知事は、前項の規定による申請があつたときは、すみやかに調停を行なうものとする。
３ 都道府県知事は、第一項の調停を行なう場合には、当事者の意見をきくとともに、関係市町村長に対し助言、資料の提供その他必要な協力を求めて、
調停案を作成しなければならない。

４ 都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。

（土地の譲渡しに係る所得税等の軽減）
第二十三条 個人又は法人がその所有する土地を第十三条の二第一項の規定による交換分合、第十四条第二項の規定による勧告に係る協議、第十五
条第一項の調停又は第十八条の規定による農業委員会のあつせんによつて譲り渡した場合には、租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）
の定めるところにより、所得税又は法人税を軽減する。
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○総戸数が10戸を下回る農業集落では、集落活動の実施率が急激に低下する傾向。
〇総戸数が3戸を下回ると、他の集落との共同保全活動を通して機能維持を図る傾向。
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資料：農林水産政策研究所「日本農業・農業構造の展開過程-2015年農林業セ
ンサスの総合分析-」（2018年12月）

【集落活動の実施率と総戸数の関係】
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【地域資源の共同保全率と総戸数の関係】

資料：農林水産政策研究所「日本農業・農業構造の展開過程-2015年農林業セ
ンサスの総合分析-」（2018年12月）

人口減少の影響①
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人・農地プランの実質化
〇 地域の徹底した話し合いにより、誰に農地を集積・
集約化するかという将来方針を全国の集落で作成。

③農地を農地への
復旧が困難な
非農地に転換

②農地を農地への
復旧が容易な
非農地に転換

①農地を農地
のまま維持

・放牧
・有機栽培
・景観作物
・燃料作物

等

・ビオトープ
・鳥獣被害対策の
緩衝帯

等

・森林
等
※ 積極的な土地利
用ニーズがない場
合、必要最小限の
管理

受け手
（中心経営体）
のいる農地

中心経営体へ農地を集約化

受け手
（中心経営体）
のいない農地

地域外からの新たな人材の受
入れ

〇 長期的な土地利用の在り方について、以下の分
類ごとに、制度的な対応も含めた検討を進める。

・ 農林水産省の施策を総動員した中心経営体の経
営基盤の強化

・ 既存の中心経営体がいない地域における新規就
農者も含めた中心経営体の育成

従来どおりの土地の使い方では
持続的な利用が確保できない場
合も多いことが懸念される

新たな土地利用
集積・集約化、新規就農、スマー
ト農業の普及等のあらゆる政策努
力を払う

長期的な土地利用の在り方に関する検討会の進め方

2020年度（令和２年度） 2021年度（令和３年度）以降

検討対象

○ 本格的な人口減少社会の到来や、それに伴う農業の担い手の不足等の課題に対処しつつ、食料の安定供
給を脅かすリスクを軽減していくことが必要。

○ 一方で、中山間地域を中心として、農地集積、新規就農、スマート農業の普及等の政策努力を払っても
なお農地として維持することが困難な土地が増加することが懸念される。

〇 こうした課題に対応した長期的な土地利用の在り方について、検討を進めていく。

4

第２回

第１回長期的な土地利用の在り方に関する検討会資料15



土地利用の分 との 体

放牧
※ HP

【①農地を農地のまま維持】 【②農地を農地への復旧が容易な
非農地に転換】

【③農地を農地への復旧が困難な非
農地に転換】

積極的な土地利用ニーズが
ない場合、必要最小限の管理

・ （ 種）
※ HP

ー
※

29

利用 な 地
※

2019

（ ）
※

※ HP
5第１回長期的な土地利用の在り方に関する検討会資料16



論 点

前頁の①～③の分類ごとに、以下のような論点について整理。
ア 必要な管理の在り方
イ 土地を利用・管理する主体
ウ 新たな土地利用への転換に係る合意形成手法
エ ウの合意を担保する仕組み
オ ゾーニングの要否（他法令のゾーニングとの調整を含む）
カ 国や地方自治体の関与の在り方
キ 食料の安定供給を確保する上での許容性

6第１回長期的な土地利用の在り方に関する検討会資料17
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生産局 農業環境対策課
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○有機農業で生産される農産物及びその加工品（有機食品）の市場は拡大。農外からの参入者の
約1/4が取り組むなど、有機農業は農外からの人材の呼び込みを含む地域活性化に貢献。

○有機農業は全国的には耕地面積の約0.5％で取り組まれているに過ぎないが、地域・品目によっては、
より高い割合で取り組まれている。

有機農業による農地利用について（有機農業の特徴）

※ 新規就農者の就農実態に関する調査（H18, H22, H25, H28 全国農業会議所 全国新規就農相
談センター）に基づき農業環境対策課作成。調査対象は就農から概ね10年以内の新規参入者。

新規参入者のうち有機農業を実施する者の割合

全作物で
有機農業を実施

一部作物で
有機農業を実施

平成22年 20.7% 5.9%

平成25年 23.2% 5.7%

平成28年 20.8% 5.9%

有機農業の取組面積と耕地面積に占める割合

全国での取組：
有機農業の取組面積（有機JAS認証を取得していない農地を含む）

約23.5千ha（全耕地面積の約0.5％）

県別・地目別で見ると
有機JAS認証取得農地だけでも、地目別では、有機ほ場

の面積が全耕地面積の１％以上を占める場合がある。

市町村単位では
有機農業取組面積（有機JAS認証を取得していない農地を含む）が

全耕地面積の１％を超える市町村は 80
（最も割合が高い市町村では、全耕地面積の7割以上が有機農地と回答）

畑地 樹園地（茶を含む）
島根県： 3.2％
石川県： 2.6%
大分県： 2.1％

鹿児島県： 3.9％
宮崎県： 3.4%
島根県： 1.9％

平成29年。有機JAS取得農地面積は食料産業局調べ、有機JAS未取得の取組面積は生産局農業環境対策課調べ

農業環境対策課調べ（平成30年度時点の状況について市町村より聞き取った結果）

平成29年。有機JAS認証取得農地の面積は食料産業局調べ。各都道府県の耕地面積（耕地及び作付
面積統計（平成30年7月15日時点））に対する割合を、農業環境対策課が算定。

我が国における有機食品の市場規模（億円）

2009年 2017年

1,300 1,850

※国内の有機食品の市場規模は、８年で約４割拡大

※ 2009年は、IFOAM ジャパン／オーガニックマーケットリサーチプロジェクトによる推計を、
2017年は、農林水産省「有機食品マーケットに関する調査」による推計をもとに、農業環境対策課
作成

1627



（ JAS ） 場 、 場 用 ・ 、
・ 一 期間（ 期 ） 用 資材を 用しないこと

放 地を利用 る 地 の 小、 期間の 、利用
（ 場 長期 的 利用 る ）

有機農業による農地利用について（ る 放 地 利用 ）

を 地 、
地 の設 等が最小 に

一 期 、 を 用 な 場を利用 る場 、
有機 における 期間 を 可能

耕作放棄地等を利用して有機農業に取り組む利

を 場 を 場 る 、
地 を る 、 場

地 な なる

有機農業を
行う 場

地

は種 収穫 は種 収穫 は種 収穫 は種 収穫

耕作放棄地では 期間を１年 可能

イ ー

１年後 ２年後

期間

用 用
用 不明 用 不 用

新たに開 、 耕作
的では 用されていない

は種 収穫 は種 収穫 は種 収穫

期間
２年以上
用 資材が不 用

用 不 用

※多年生作物以外の場合

地 : 地 :

の場合

開 されたほ場、または 耕作 的に されていなかったほ場で、２年以上 用
資材が不 用のとこ で新たに農産物の生産を開始した場合

1728



有機農業による農地利用 について

香の宮 Ｆ＆Ａ（島根県江津市

1.35ha

18

←

● 取組のポイント
U 耕作の継続が困難になりつつある農地 49棟

135aまで面積拡大
共同販売会社 を設立

生産者の負担軽減

42ha

（株）アグリーンハート（青森県黒石市）

中山間地で休耕状態にあった農地を活用し、
有機農業を実践

県の一次産業や担い手の魅力を情
報発信

● 取組のポイント

30 資料 1829
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農村振興局 農村政策部 地域振興課

30
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１．地域農業の状況 ２．地区概要

３．取組内容及び効果

企業参入 ６次産業化 農地中間管理機構

鳥獣被害対策
地域・集落の
共同活動 その他

新規就農

農福連携
〔宮城県白石市〕

資取組主体

73.9a再生面積

作付作物

地区名

24取組年次

販路

活用した
支援策

【八宮地区】地域で荒廃農地に蓮やひまわり等を植えて、農村
景観を向上

117.8ha 73.9a

多面的機能支払交付金を活用し、荒廃農地の解消・発生防止に取り組むとともに、農村景観を向上

自

50
400

しろいしし

2132



１．地域農業の状況 ２．地区概要

３．取組内容及び効果

企業参入 ６次産業化 農地中間管理機構

鳥獣被害対策
地域・集落の
共同活動 その他

新規就農

農福連携
〔栃木県さくら市〕

取組主体

495a再生面積

資作付作物

地区名

26取組年次

販路

(
活用した
支援策

【喜連川地区】耕作放棄地（荒廃農地）を利用した
地域自給燃料の実用化

JIRCAS
自

26 JIRCAS 495a
29 4

10

JIRCAS

遊休農地解消支援事業を活用し、耕作放棄地（荒廃農地）を利用した地域自給燃料を実用化

2233
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S 3 1
( 195 6 )

S 3 6
( 196 1)

S 4 1
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S 4 6
( 197 1)

S 5 1
( 197 6 )

S 5 6
( 198 1)

S 6 1
( 198 6 )

H 3
( 1991)

H 8
( 1996 )

H 13
( 2 001)

H 18
( 2 006 )

H 2 3
( 2 011)

H 2 8
( 2 016 )

4 2 5
4 5 0
4 7 5
5 00
5 2 5
5 5 0
5 7 5
6 00
6 2 5

農地面積の 移

1961 36 609 ha 2019 439.7 ha

産 地
、 地 る

地 、 を 、 る
、 、 、 地 、 場用地・ 地 用 （ 39 28 を ）を

ha

24

609 ha(1961)

439.7 ha(2019)

R 1
( 2 019)

宅

自

第１回長期的な土地利用の在り方に関する検討会資料35



42.3 ha(H27

30 30 2015

自

439.7 ha(R ) 28.0 ha H30

18.8 ha

9.8 ha H30

9.2 ha
0.6 ha

（参考）農地・荒廃農地について

25第１回長期的な土地利用の在り方に関する検討会資料36



○ 2017年（平成29年）の再生利用が可能な荒廃農地（A分類）の面積に係る荒廃農地率(注１)は、
① 農用地区域・農用地区域外別にみると、農用地区域外は、農用地区域の約６倍。
② 農業地域類型別にみると、都市的地域、中間農業地域及び山間農業地域は、平地農業地域の約２倍。
○ 荒廃農地（A分類）（注２）は、中間農業地域と山間農業地域に５割以上存在する。

農用地区域別、農業地域類型別の荒廃農地面積割合

100

210
231 239

0.0

1.0

2.0

3.0

平地農業地域 都市的地域 中間農業地域 山間農業地域

100

579

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

農用地区域 農用地区域外

（％）

資料：農林水産省統計部「耕地及び作付面積統計」、農林水産省農村振興局「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」、農林水産省農村振興局調べ
注１：ラウンドの関係により、合計と内訳が一致しない場合がある。
注２：「H29荒廃農地(A分類)面積／（H29耕地面積＋H29荒廃農地(A分類)面積）」により荒廃農地率を算定（グラフ左目盛り）。
注３：「荒廃農地（A分類）」とは、荒廃農地のうち、抜根、整地、区画整理、客土等により再生することにより、通常の農作業による耕作が可能となると見込まれるもの。

（％）

①農用地区域・農用地区域外別荒廃農地面積割合
（農用地区域の荒廃農地率を100とした場合）

②農業地域類型別荒廃農地面積割合
（平地農業地域の荒廃農地率を100とした場合）

荒廃農地(A分類)全体

農用地区域 農用地区域外 合計

荒廃農地面積
（A分類） 5.6万ha 3.7万ha 9.2万ha

耕地面積 401.8万ha 42.6万ha 444.4万ha

平地 都市的 中間 山間 合計

荒廃農地面積
（A分類） 1.4万ha 2.8万ha 3.9万ha 1.1万ha 9.2万ha

耕地面積 127.4万ha 122.1万ha 153.8万ha 41.2万ha 444.4万ha

26第１回長期的な土地利用の在り方に関する検討会資料37



〈食料・農業・農村基本計画（令和２年３月３１日閣議決定）（抜粋）〉

第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
２．農業の持続的な発展に関する施策
（３）担い手等への農地集積・集約化と農地の確保
② 荒廃農地の発生防止・解消、農地転用許可制度等の適切な運用

（略）
あわせて、有効かつ持続的に荒廃農地対策を戦略的に進めるため、農地の状況把握を効率的に行うための

手法の検討のほか、荒廃農地の発生要因や地域、解消状況を詳細に調査・分析するとともに、有機農業や放
牧・飼料生産など多様な農地利用方策とそれを実施する仕組みの在り方について「農村政策・土地利用の在り
方プロジェクト」を設置して総合的に検討し、必要な施策を実施する。

（略）

第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
３．農村の振興に関する施策
（２）中山間地域等をはじめとする農村に人が住み続けるための条件整備
① 地域コミュニティ機能の維持や強化
ア 世代を超えた人々による地域のビジョンづくり
地域を維持していくため、あらゆる世代の人々が参画して行う地域の将来像についての話合いを促していく。
具体的には、中山間地域等直接支払制度の活用により農用地や集落の将来像の明確化を支援するほか、農

村が持つ豊かな自然や食を活用した地域の活動計画づくり等を支援する。その際、少子高齢化・人口減少、地
方公共団体の職員数の減少を踏まえ、計画の策定等に係る地域の事務負担の軽減を進める。

また、地域で共同した耕作・維持活動に加え、放牧や飼料生産など、少子高齢化・人口減少にも対応した
多様な農地利用方策とそれを実施する仕組みについて「農村政策・土地利用の在り方プロジェクト」を設置し、
総合的な議論を行い、必要な施策を実施する。

27第１回長期的な土地利用の在り方に関する検討会資料38



Japan Grassland Agriculture and Forage Seed Association

資料

放牧による耕作放棄地対策と畜産振興

Ⅰ．わが国の放牧の現状

Ⅱ．耕作放棄地への放牧の凄さ

Ⅲ．土地集積と放牧の理解がキーポイント

Ⅳ．マトメ

（一社）日本草地畜産種子協会
放牧アドバイザー 梨木 守
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Japan Grassland Agriculture and Forage Seed Association

2

．わが国の放牧の現状

★2018の全国の放牧頭数は、40.5万頭（21％）

★水田/畑/桑園/茶/果樹園跡などに、30年ほど前から
肉用繁殖牛の放牧が開始（10～50頭規模/経営）

（一社）日本草地畜産種子協会 放牧アドバイザー 梨木 守

長期的な土地利用検討会20.7.7

耕作放棄地等における放牧の状況（2018）
取組か所数 面積

3,158 10,118ha
資料：飼料課調べ 注１：耕作放棄地放牧・水田放牧等の小規模移動放牧の状況を取りまとめたものである。

公共牧場・放牧をめぐる情勢、2020.4
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Japan Grassland Agriculture and Forage Seed Association

3

．耕作放棄地への放牧の凄さ

牛が自ら行う
給飼、排泄物処理不要、永年利用＝放牧は容易

社会にとって
耕作放棄地対策（国土資源の有効利用）、景観
管理、畜産理解・振興の契機

農家、牛にとって
所得UP（電気牧柵、飲水場の整備して20万円

/1ha以下の低コスト（過剰投資抑制）、軽労化、
繁殖成績向上、アニマルウェルフェア）

その他の効果

鳥獣害の抑制、動物とのふれあいの場
41



Japan Grassland Agriculture and Forage Seed Association

4

-1

牛(体重500kg)１頭180日間で管理可能な面積

ススキ、クズ、セイタカアワダチソウ、シバ 0.9～1ha

牧草 0.3ha～1ha
草地管理指標、草地の維持管理編および草地の放牧利用編から試算

傾斜地もOK
（35度以下）

電気牧柵１本で放牧
コントロール可能

滞水地は明渠で排水化
を図る

★放牧は傾斜地や段差地形でも可能

42



Japan Grassland Agriculture and Forage Seed Association

5

-2

公共牧場・放牧をめぐる情勢、2020.4

注：平成29年度畜産物生産費（子牛生産費２頭～５頭規模 未満）による子牛１頭当たり
の生産費を試算
＜前提条件＞繁殖雌牛2頭～5頭規模、放牧期間：5月～10月 (6か月) 

飼料費 労働費 その他経費

舎飼

放牧

739千円/頭(100)

529千円/頭(72)

約３割の削減
（210千円削減）

100 200 300 400 500 600 700 8000

314 191234

194 156179
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Japan Grassland Agriculture and Forage Seed Association

6

0.3ha～1ha必要

放牧を推進する制度

 放牧の技術指導者および周辺住民の同意を取り付ける
人材の確保・育成の支援

 中山間地域直接支払制度のメニューに耕作放棄地放
牧を明記（牛が土地をSDGs的に保全する、畜産的に
地域振興になる）

Ⅲ．土地集積と
放牧の理解がキーポイント
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Japan Grassland Agriculture and Forage Seed Association

7

１）分散する水田跡地を活用

－ 岩手のKさん（102頭、約30ha）－

自宅

45



Japan Grassland Agriculture and Forage Seed Association

8

•宮崎県のIさん（繁殖牛13頭、自己有
地、借地合わせて15ha）

•放牧地内にある水田は夏は牧柵で囲い
イネWCS生産、後作のイタリアンライグ
ラスに放牧

•畑地跡、林地伐採跡にはバヒアグラス
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Japan Grassland Agriculture and Forage Seed Association

9

(1)技術的に確立しているか YES
放牧に関する技術は豊富
家畜・草地管理技術は開発済み
しかし放牧の指導体制は貧弱

(2)経営としてなりたつか YES
活用農家は、放牧なくしてもはや経営
は成り立たないと言う

一部頭数を放牧するだけでも、ふん尿
処理が楽になると言う

(3)農地の管理の実態 容易
放牧地は永年利用可能、細かな施肥
等の管理はそれほど重要ではない

飲水場など簡易な施設で十分

(4)放牧による効果 高い
放棄地対策
生産費低コスト化
牛の健全性向上
家畜とのふれあい機能

．マトメ

成果は舎
飼以上
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Japan Grassland Agriculture and Forage Seed Association
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(5)放牧の普及方策 緊急
土地集積が最重要
指導技術者、地域リーダーの養成
周辺住民の同意：放牧を見せるのが一手

(6)土地貸借、制度
面のアシスト 緊急

農地バンク等が農地斡旋に機動性を持って取り
組む（平坦地である必要なし）：土地集積に待
ちのマッチングはダメ

中山間直接支払制度のメニューに放棄地放牧
所有者不明地の長期利用可能化
遊休農地へ課税（多くの貸し手は土地管理を任
せられることだけで十分という）

(7)行政、農業委員
会の指導状況

関心
高い

多くの自治体で、既に放牧による耕作放棄地対
策に取り組んでいる
★１件当たり1ha以上の放牧は少ない

やる気のある人が不可欠

．マトメ-つづき
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荒廃農地の管理の在り方と
合意形成について

令和２年７月７日

新潟県阿賀野市農業委員会

会長職務代理者 笠原尚美

第２回 長期的な土地利用の在り方に関する検討会提出資料

荒廃農地の管理の在り方について １～３ページ
阿賀野市農業委員会の取り組み ４ページ
合意形成について ５～８ページ

資料４
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荒廃農地の管理の在り方について①

<第１回検討会を終えて>

① 新たな土地利用で示された「農地を農地への復旧が容易な非農
地に転換」（資料１の33ページ）への懸念

⇒現場の感覚としては、非農地になると農地には戻らないので

はないか

非農地になると農地法や農業委員会の管理対象から外れる

管理対象でない土地が荒れた場合に地域では対応できない

② そのため、「農地を農地への復旧が容易な非農地に転換」は、地
目上の扱い及び関与の在り方について検討してはどうか

③ 管理の仕方は田、畑、樹園地等で異なるため、用途別に管理の
あり方を考える必要があるのではないか

④ 併せて、議論の対象を中山間地域だけに限定するのでなく、平
場や都市近郊地にも広げた方が良いのではないか

⇒砂丘地帯での荒廃農地の増加が懸念される 1
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＜荒廃農地を活用する方法＞

① 果樹や茶、有機農業のための１～２ｈａ規模の団地化

② 農地付き空き家を活用した移住者による小面積の農地利用

③ 兼業や半農半Ｘによる農地利用

※①～③は新規就農者の確保対策としても機能

④ 傾斜地での家畜放牧や飼料生産による粗放的な農地利用

⑤ 観光資源としての景観作物や枝物（花木）の栽培地としての農地利用

⑥ 鳥獣害被害が少ない品目の栽培や、養蜂等を組み合わせた農地利用

⑦ 生物多様性の維持や水資源の涵養等を目指した農地利用

⑧ 鳥獣害に対する緩衝地帯としての農地利用

2

荒廃農地の管理の在り方について②

山間部での養蜂
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＜多様な利用を促進するために必要なこと＞

① 農業的利用を支援する仕組みの導入

⇒簡易な基盤整備や施設更新等への支援

② 粗放的利用を含む多様な農地利用の推進

⇒前ページの①～⑦の他、現場の工夫に応じた柔軟な利用の促進

③ 多様な農地利用者の参画

⇒他業種就業者（テレワーク・リモートワーク）、半農半Ｘ、企業の福

利厚生、農福連携、 引きこもりの社会復帰支援等

④ 農振農用地区域の詳細な利用エリア区分の設定

⇒放牧区域、有機農業区域、体験農園区域、環境景観保全区域、

鳥獣害防護区域等のエリア区分で参入しやすい環境整備

⑤ 地域に対する農地等の維持管理活動への経費の助成

⇒農地等の維持管理活動を持続させるため、活動主体への活動費

の助成が必要
3

荒廃農地の管理の在り方について③
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阿賀野市農業委員会の取り組み

4

＜農地を維持するための取り組み＞
○農地の出し手、受け手の意向の把握
・経営状況調査（毎年実施）

現在の経営状況、今後の経営見込み、
後継者の有無等を把握

・あっせん譲受等候補者名簿（随時更新）
・認定農業者の名簿（随時更新）

○農業委員、推進委員による利用調整
・農家を訪ね、農地の引き受け先を探す
（農地のあっせん）

・農地ナビで農地の画像を見せながら説明
・１～２回の訪問は当たり前、複数回行って
やっと話を聞いてもらえる

＜農業委員、推進委員の思い＞
地域の声を丁寧に拾い、次の受け手を探す！
農地への思いや歴史も受け止めてほしい！
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合意形成について①
（「人・農地プラン」の実質化の取り組み状況）

＜「人・農地プラン」の実質化とは＞

農家や地域の関係機関が、農家の話し合いに基づいて、５～10年先の地域農業の中
心経営体や目指す将来を明らかにする取り組み（地域農業の未来の設計図づくり）。

令和元年の夏から実質化の取り組みを開始し、全国の約９割（耕地面積ベース）で進行
しているが、現在は新型コロナウイルスによって多くの地域で話し合い等が中断している。

5

＜実質化の手順＞
①市町村が工程表を作成
②アンケートの実施（農家と農地所有
者の意向把握）

③アンケート結果を地図に落し込む
④地図を見ながら、地域で将来の話し合い
⑤将来方針の作成
⑥市町村が公表 (＝プランの実質化)
⑦実質化を実現する活動の実施

＜話し合いの参画者＞
①地域の農家（主に担い手農家）
（関係機関）
②市町村の農政部局
③農業委員会（農業委員、農地利用
最適化推進員）

④農地中間管理機構
⑤ＪＡ
⑥土地改良区

＜阿賀野市の取り組み状況＞

・市内１２２地区で人・農地プランを検討中

・すでに２５地区が実質化、秋までには５０～６０地区が実質化する見込み

・合意形成までには最低３回以上の話し合いが必要

・中山間地域の方が中山間直払い等によって話し合いの土壌ができている傾向54



合意形成について②
（人・農地プランの実質化の取り組みから見えたこと）

6

＜感じている課題＞

① 地域のことを考えるのに、農家や担い手だけで話し合ってよいのか

⇒視点を多様化させ、さまざまなアイデアを出さないと可能性が広がらない

② 後継者がいない高齢農家等の意識の低さ

⇒「どうせ自分には関係ない」、「どうせあの人だけがいい思いするんだ」

といった根強い 『どうせ思考』

③ 話し合いができる地域、できない地域の地域格差が大きい

⇒できない地域では、コーディネーター役（調整役）の不足

④ 相続未登記農地の壁

⇒相続人が20人以上になるケースもあり、一度まとまった話を後に引っくり

返されることも

⑤ 示されたひな形や例示の模倣

⇒型に当てはめようとする市町村もあり、地域との温度差の原因に

怠慢ではなく、市町村の担当部局のマンパワー不足が原因55



合意形成について③
（求められる合意形成）

<課題克服に必要なこと>
① 農家や担い手に加え、土地持ち非農家、地域住民、水利等で関係する下流域の

農業者等が話し合いに参画する体制に

⇒話し合いが難しい場合でも、せめて意向は確認したい

② 制度の理解を深める工夫

⇒人ごととならないようにデータを用いる等して参加者へ地域の現状を正しく説明

する（これは市町村行政にしか担えない）

③ 合意形成に適切な範囲は、地域の最小単位である集落や自治会

⇒意思疎通が円滑な最小単位から始め、集落や自治会の判断で近隣

地域と協力できるようする

人・農地プランの実質化や中山間地域等直接支払制度等、既にある話し合

いの場を活用するとスムーズに進むのではないか

④ 相続未登記農地の活用策を緩和

⇒新たな土地利用に転換する場合だけでも活用しやすくしてほしい

⑤ 市町村のリーダーシップと関係機関の明確な役割分担

⇒主体となる参画者がそれぞれの役割を理解することが重要

7
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8

<「人・農地プラン」の実質化への影響>
① 「人・農地プラン」の実質化の取り組みは令和２年度末までが期限

② しかし、３月以降は顔を合わせての意向把握や話し合いができてい
ない状況

③ スケジュールの組み直しが必要になっており、令和２年度内に実質
化できない地域が出てくることも考えられる

<新たな土地利用への転換への影響>
① 「人・農地プラン」の実質化の遅延が、新たな土地利用への転換を

地域で考える際に影響する可能性がある

② ただでさえ多忙を極める市町村農政部局や関係機関に対して、過
重な負担とならないか心配

③ 意向把握や話し合いが丁寧に行える期間を設けることが必要
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土地利用の主体と
地方自治体の支援について

山 形 県 置 賜 総 合 支 庁

農村計画課長 髙橋信博

資料５
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山菜や薬草など

農山漁村を次代につなぐ環境整備

（土地利用と括りづけの考え方）

広い面積を利用 
広域的な土地利用計画の

手間のかからない作物生産

実取りとうもろこし（飼料）

や薬草など 

里地（平地農村）

～里山（

農山漁村を次代につなぐ環境整備 

（土地利用と括りづけの考え方） 

山村 

の策定 

手間のかからない作物生産 

（飼料） 

里地（平地農村） 

～里山（中山間）モデル）モデル
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地地域域づづくくりりワワーーククシショョッッププ運運営営支支援援  
集集落落のの夢夢をを描描きき､､扉扉をを開開くくププロロググララムム

関関心心  参参加加 
発発見見  

理理解解  

創創造造  
地域づくりワークショップとは、参加者が自 

由に考えを出し合いながら、地域の良さを見

つけたり将来について話し合ったりする活動 

のことです。参加者どうし、互いの提案を尊重し 

ながら平等に話し合いを進めていきます。 

子どもからお年寄りまで、地域のあるもの探しで見つけた 

お宝をみんなで育ていくプログラムです。地域が元気になる仕掛 

けがいっぱいある地域づくりワークショップに取り組んでみませんか。

 ワークショップ 
のポイント 

● 吉川に住んで２９年、自分は今まで何気なく吉川を見ていた
ことに、初めて気付く機会になりました。吉川には、文化・歴
史がたくさん有ることに驚いています。また、みんなで話して
いるうちに、皆の意見がひとつになるという素晴らしい体験が

でき、勉強になりました。どんな住みよい吉川になるのかな？

● すばらしいワークショ
ップでした。地域の方々と
行政の方々との連携もす
ばらしく、これからの取り
組みが楽しみです。

 

山形県農林水産部農山漁村計画課 農山漁村振興担当

ＴＥＬ ０２３-６３０-３３１５ ＦＡＸ ０２３-６３０-３０９６  〒990-8570 山形市松波二丁目８－１ 

山形県農林水産部農政企画課 企画担当 

ＴＥＬ ０２３-６２１-８３８８
ＦＡＸ ０２３-６２１-８４６３
〒990-2492 

山形市鉄砲町二丁目 19-68

山形県村山総合支庁 

産業経済部農村計画課 

企画担当

ＴＥＬ ０２３５-６６-５５４９
ＦＡＸ ０２３５-６６-３０１８
〒997-1392 

三川町大字横山字袖東 19-1 

山形県庄内総合支庁 

産業経済部農村計画課 

企画担当

ＴＥＬ ０２３３-２９-１３３９
ＦＡＸ ０２３３-２３-８３５５
〒996-0002 

新庄市金沢字大道上 2034 

山形県最上総合支庁 

産業経済部農村計画課 

企画担当

ＴＥＬ ０２３８-２６-６０５６
ＦＡＸ ０２３８-２１-６９４３
〒992-0012 

米沢市金池七丁目１－50

山形県置賜総合支庁 

産業経済部農村計画課 

企画担当

 

 

みんな仲良く 

元気な地域 

にしたい 

なくなった 

お祭りを復活 

させたい 

地域の資源を 

売り出したい 

事業を 

契機に 

地域づくり 

に活かし 

たい 

ワークショップは、目的（何のために）、
方法（どんな方法で）、得られる成果（どう
なるの）を皆さんが納得して取り組むこと
が必要です。 

地域診断技術の提供 
地域づくりを志す地域に専門家（県職員）を派遣し、総合診断を支援 

地域づくりワークショップ等開催支援 
地域座談会の開催やワークショップ運営の手法を支援 

行動計画書づくりの支援 
計画を実践に移行するための地域行動計画づくりのノウハウを提供 

実践活動への支援 

実践活動（自然環境や景観の保全、食品加工等）推進のための県関 

係部署や関係機関の専門家を派遣 

地域づくりリーダーの育成支援 
継続した地域づくりを可能にするための地域リーダーの育成を支援 

県内外の事例を紹介 
地域の活動が活発になるための事例や交流を支援 

“参加者の声” 

元気な地域づくり支援プロジェクト事業 
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西川町吉川 

 

 

 

西川町吉川地区は、清流寒河江川の流れる中山間地域に

あり、自然豊かで、月山を望む景色も素晴らしいところです。

吉川地区では、少子化の進行により地区内にある川土居小

学校が平成２４年度に閉校することが決定されています。地

区のシンボルがなくなるということはとても悲しいことですが、

これを契機として何とか地区を盛り上げようという思いで「吉

川の未来を創る会」が設立され、未来に向かって歩み始めま

した。単に小学校の校舎がどうなるのかを考えるだけではな

く、地区住民の思い入れも考慮しながら今後４年間かけた地

域づくりの「きっかけ」をつくり出します。計画づくりにとどまら

ず、計画途中から行動に移していくものは実践し、活動を通

して活き生きとした地域づくりに取り組んでいきます。 

地域を良くしようという皆さんの気持ちがあれ

ば取り組めます。皆さんの地域を事前に調査し

て、どのような方法が良いかを提案します。主催

は皆さんになりますが、開催からフォローアップま

でワークショップの運営を支援します。 

 

 

 

白鷹町大瀬 

““大大瀬瀬物物語語りり””のの製製作作  
～～大大瀬瀬のの活活きき活活ききをを語語ろろうう～～  

ワワーーククシショョッッププ  

支援内容 

① 集落の現地調査 
② 調査結果の診断・解析支援 
③ 地域活性化プログラム作成支援 
④ ワークショップ開催支援 
⑤ 行動計画づくりへの技術支援 
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女H17.10.1 国勢調査

年齢
　/人

白鷹町大瀬地区は、最上川沿線にたたずむ集落で、過疎

化と高齢化を克服し何とか明るい将来を展望したいという思

いから町や関係団体の協力も得ながらプロ派遣事業に取り

組んできました。 

 プロ派遣事業では、地域づくりプランナーがその地域に最

適な地域づくり手法をアドバイスしながら関係者の合意を得 

活動を振り返り、大瀬の地域づく

りの次のステップへとつなげていく

ためのまとめの会を開催。一年前

とは違う輝きのある笑顔が印象的

でした。 

この後実施された「うまいものフ

ェスティバル」では、地域特有の資

源や伝統料理などを再発見する良

い機会となりました。 

これからも、まだまだ頑張大瀬

（がんばろ～ぜ）。 

地域づくりワークショップの成果「ごくらく構想図」 

人口分布調査 

 地域の歴史を振り返る年表作成 

てプログラムを進めていきます。 

 大瀬地区では、地区内外の人たちが集落内を点検して「お

宝マップ」を作成。それをベースに今後もここで（大瀬で）？

住み続けていくために何が大切かを考えた「ごくらく構想図」

を地域の成果として取りまとめました。いつ、だれが、という

行動計画もできており、今後の大瀬の発展が楽しみです。 
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「農山漁村地域づくりプランナー」認定登録制度 

 

１ 趣旨 

山形県農業農村整備関係職員研修実施要領に基づき、業務遂行能力の向上を図るた

めに実施する組織研修として、「農山漁村地域づくりプランナー」の認定登録制度を定

めることにより、地域での話合いや合意形成のためのワークショップ技術を有した職

員の育成を図り、農業・農村を持続的に発展させる生産基盤の強化と、農業生産が支

える美しく活力ある農村づくりを推進する。 

 

２ 農山漁村地域づくりプランナーの定義 

県が定めた研修制度を修了することで、地域での話し合い・合意形成のため自らの

技術でワークショッププログラムを企画運営する能力を身につけた県職員とする。 

 

３ 認定要件 

以下の研修を基準回数以上、受講又は実践することを認定要件とする。 

 

区 分 内 容 対象とする研修 基準 

１）基礎研修 
ＷＳの基礎知識と演習研修の

受講 

職場研修等で農山漁村地域づくりプランナ

ー等が行うもの 
１回 

２）現場研修 
地域で開催されるＷＳへの参

加・体験 
現場で行われる様々なＷＳ １回 

３）企画研修 
ＷＳの企画研修の受講 

［具体のプログラム作成等］ 

具体的にプログラムの作成が可能となる研修 

※ 
１回 

４）実践研修 
自らＷＳのプログラムを作成し、

ＷＳを実践 

農山漁村地域づくりプランナーのサポートを

受けながら自らファシリテーター行ったＷＳ 
３回 

※元気な地域づくり支援プロジェクト事業など 

 

４ 認定登録方法 

（１）所属長は、毎年度末までに上記の４つの研修を修了した職員に対し、農山漁村地域

づくりプランナー認定審査資料及びワークショップの報告書を提出させ、様式１に

より農林水産部農村計画課長に認定申請するものとする。 

（２）農林水産部農村計画課長は、認定申請の内容を審査し、認定証を様式２により交付

するものとする。 

 

５ 農山漁村地域づくりプランナー育成名簿の更新 

 別添「農山漁村地域づくりプランナー育成名簿」は、毎年度末に農林水産部農村計

画課事業調整担当にて更新する。 
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様式１ 

○ ○ 第     号 

○○  年  月  日 

 

農林水産部農村計画課長 殿 

 

（ 所属長 ）   

 

 

農山漁村地域づくりプランナー認定申請書 

 

 

農山漁村地域づくりプランナー認定登録制度に基づき、下記職員について全研修課程を

修了したので、認定審査資料及び報告書を添えて農山漁村地域づくりプランナーの認定を

申請します。 

 

記 

 

職 名 職員名 
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農山漁村地域づくりプランナー認定審査資料 

 

報告月日  

職員名  職 名  

 

区 分 研修の実績 実施年度 

基礎研修   

現場研修   

企画研修   

実践研修 

 

[別途、ＷＳ報

告書提出] 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

サポートを行った農山漁村地域づくりプランナーの所見 

 

農林水産部農村計画課長の所見 

 

 

認定の可否  審査年月日： 
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地域の括り検討作業（その１）

step１　集落構成図を作る step３　話し合いを進めていくための括りを検討する

1 黒鴨

2 鮎貝

3 深山

4 高岡

鮎貝

高岡深山

地域名：深　山

※括り単位に名称を添えよう！

黒鴨
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地域の括り検討作業（診断書）

step２　集落カルテ（構成する集落単位に暮らしの成り立ちを診断）

No 人材 社会 環境 物資 文情 経配 No 人材 社会 環境 物資 文情 経配

1 ● ● ● ○ ● ● 4 ○ ◎ ● ○ ○ ○

No 人材 社会 環境 物資 文情 経配 No 人材 社会 環境 物資 文情 経配

2 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

No 人材 社会 環境 物資 文情 経配 No 人材 社会 環境 物資 文情 経配

3 ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

①人材：地域を構成するための人が存在する　　②社会：社会集団に属しコミュニティが存在する　　　　　　③環境：衛生・安全・利便・快適環境が存在する
④物資：物・エネルギーが供給可能である　　　⑤文情：文化や情報があり必要なら取り込める環境である　　⑥経済：交換・再配分・互酬のシステムが存在する

　　【表示方法について】　　今後とも問題ない◎　　　　弱まりつつある○　　　失った or 失いつつある●

特記事項
・結による農作業が残る地域
・観音堂、和紙、農家民宿が存在
・のどかな風景を守る郷

特記事項

集落名 集落名

深山

特記事項
・旧村の中心地で住環境も良好
・道路鉄道などの便も良い
・比較的平坦で農産業振興地域

特記事項

集落名 集落名

鮎貝

特記事項
・集落としての機能が極端に低下
・自然景観良好で鮎貝地区の用水源
・中山間直接支払いも断念

特記事項
・少子高齢化が急速に進行
・獣害が拡大し農家の意欲が低下
・地域の連携が強い地区

高岡

地域名：深　山

集落名 集落名

黒鴨
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高齢化や後継者不足などで、５年後、

１０年後の人と農地の展望が描けない

集落が増えています。 

皆さんの集落はいかがでしょうか。 

今後の集落のことや農地のことにつ

いて、皆さんで話し合ってみませんか。 

お問合せ先 最寄りの総合支庁農村計画課又は県庁農村計画課中山間・棚田振興担当（023-630-2495） 

集落戦略（項目） 

① 集落の将来像 

・集落の将来像 

（話し合いの結果） 

・集落の課題と対策 

② 協定農用地の将来像 

・各筆の耕作計画 

集落戦略づくり 進め方の例 

土地利用 
計画図の例 

集落戦略で 

作成が義務 

付けられて 

いるものでは 

ありません。 

現状（5 年後予測） 10 年後予測 法人化計画 

担い手Ａ    担い手Ｂ    耕作継続が困難な農用地     法人設立（経営農用地） 

① 関係機関 
打合せ 

② 集落 
ビジョンづくり 
ワークショップ 

③ 土地利用 
計画づくり 

④ 完成 

話し合いの中身と「集落戦略」 
づくりの進め方の確認 

現況把握、将来構想、 

実行計画づくり 

各筆の耕作 

計画 
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※集落の話し合いで

（Ｈ３０～Ｒ１

 ○中山間集落の将来不安

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中山間集落の

◆基盤整備、

・農地の整備（圃場整備、用水施設整備、農道整備など）

・農業法人化による省力化、所得安定化など

・農業用機械の共同利用

・ラジコン草刈り機、防除用ドローン導入とオペレーター育成

・草刈り応援隊などの応援制度の充実化

・鳥獣害対策

◆農産物の付加価値化とマーケット拡大

・特産品の開発（ジビエ、米のブランド化、きれいな水や雪を活かしたブランド

・異業種と連携したブランド化

・個々ではなく、地域全体での特産物の生産拡大

・農産物加工施設の整備

・産直やインターネットを活用した直接販売の促進

◆関係人口交流の拡大

・観光商品の開発（収穫体験、農作業体験、オーナー制度、鳥獣害動物園など）

・景観を活用したイベント実施（お祭り、コンサート、ホタル）

・空き家の活用（農家民宿、コテージ、貸し家庭農園など）

・環境、景観保全（ホタルの舞う里、ひまわりロード、展望

◆その他

・環境エ

 

農地

集落の話し合いで

Ｈ３０～Ｒ１ 

中山間集落の将来不安

中山間集落の

◆基盤整備、農地

・農地の整備（圃場整備、用水施設整備、農道整備など）

・農業法人化による省力化、所得安定化など

・農業用機械の共同利用

・ラジコン草刈り機、防除用ドローン導入とオペレーター育成

・草刈り応援隊などの応援制度の充実化

・鳥獣害対策

◆農産物の付加価値化とマーケット拡大

・特産品の開発（ジビエ、米のブランド化、きれいな水や雪を活かしたブランド

化、棚田関連商品

・異業種と連携したブランド化

・個々ではなく、地域全体での特産物の生産拡大

・農産物加工施設の整備

・産直やインターネットを活用した直接販売の促進

◆関係人口交流の拡大

・観光商品の開発（収穫体験、農作業体験、オーナー制度、鳥獣害動物園など）

・景観を活用したイベント実施（お祭り、コンサート、ホタル）

・空き家の活用（農家民宿、コテージ、貸し家庭農園など）

・環境、景観保全（ホタルの舞う里、ひまわりロード、展望

◆その他 

・環境エネルギー（傾斜利用した小水力発電、日当たりを利用した太陽光発電

農地 

集落の話し合いで出された

 実践的集落戦略モデル支援プロジェクト

中山間集落の将来不安 

中山間集落のニーズ 

農地の維持管理

・農地の整備（圃場整備、用水施設整備、農道整備など）

・農業法人化による省力化、所得安定化など

・農業用機械の共同利用

・ラジコン草刈り機、防除用ドローン導入とオペレーター育成

・草刈り応援隊などの応援制度の充実化

・鳥獣害対策 

◆農産物の付加価値化とマーケット拡大

・特産品の開発（ジビエ、米のブランド化、きれいな水や雪を活かしたブランド

化、棚田関連商品 

・異業種と連携したブランド化

・個々ではなく、地域全体での特産物の生産拡大

・農産物加工施設の整備

・産直やインターネットを活用した直接販売の促進

◆関係人口交流の拡大 

・観光商品の開発（収穫体験、農作業体験、オーナー制度、鳥獣害動物園など）

・景観を活用したイベント実施（お祭り、コンサート、ホタル）

・空き家の活用（農家民宿、コテージ、貸し家庭農園など）

・環境、景観保全（ホタルの舞う里、ひまわりロード、展望

ネルギー（傾斜利用した小水力発電、日当たりを利用した太陽光発電

人（

出された集落の将来不安

実践的集落戦略モデル支援プロジェクト

 

維持管理、担い手確保

・農地の整備（圃場整備、用水施設整備、農道整備など）

・農業法人化による省力化、所得安定化など

・農業用機械の共同利用 

・ラジコン草刈り機、防除用ドローン導入とオペレーター育成

・草刈り応援隊などの応援制度の充実化

◆農産物の付加価値化とマーケット拡大

・特産品の開発（ジビエ、米のブランド化、きれいな水や雪を活かしたブランド

 など） 

・異業種と連携したブランド化 

・個々ではなく、地域全体での特産物の生産拡大

・農産物加工施設の整備 

・産直やインターネットを活用した直接販売の促進

・観光商品の開発（収穫体験、農作業体験、オーナー制度、鳥獣害動物園など）

・景観を活用したイベント実施（お祭り、コンサート、ホタル）

・空き家の活用（農家民宿、コテージ、貸し家庭農園など）

・環境、景観保全（ホタルの舞う里、ひまわりロード、展望

ネルギー（傾斜利用した小水力発電、日当たりを利用した太陽光発電

（担い手）

1 

将来不安・ニーズ

実践的集落戦略モデル支援プロジェクト

、担い手確保 

・農地の整備（圃場整備、用水施設整備、農道整備など）

・農業法人化による省力化、所得安定化など

・ラジコン草刈り機、防除用ドローン導入とオペレーター育成

・草刈り応援隊などの応援制度の充実化 

◆農産物の付加価値化とマーケット拡大 

・特産品の開発（ジビエ、米のブランド化、きれいな水や雪を活かしたブランド

 

・個々ではなく、地域全体での特産物の生産拡大

・産直やインターネットを活用した直接販売の促進

・観光商品の開発（収穫体験、農作業体験、オーナー制度、鳥獣害動物園など）

・景観を活用したイベント実施（お祭り、コンサート、ホタル）

・空き家の活用（農家民宿、コテージ、貸し家庭農園など）

・環境、景観保全（ホタルの舞う里、ひまわりロード、展望

ネルギー（傾斜利用した小水力発電、日当たりを利用した太陽光発電

） の 問題が大半

・ニーズ 

実践的集落戦略モデル支援プロジェクト

・農地の整備（圃場整備、用水施設整備、農道整備など）

・農業法人化による省力化、所得安定化など 

・ラジコン草刈り機、防除用ドローン導入とオペレーター育成

・特産品の開発（ジビエ、米のブランド化、きれいな水や雪を活かしたブランド

・個々ではなく、地域全体での特産物の生産拡大 

・産直やインターネットを活用した直接販売の促進 

・観光商品の開発（収穫体験、農作業体験、オーナー制度、鳥獣害動物園など）

・景観を活用したイベント実施（お祭り、コンサート、ホタル）

・空き家の活用（農家民宿、コテージ、貸し家庭農園など）

・環境、景観保全（ホタルの舞う里、ひまわりロード、展望

ネルギー（傾斜利用した小水力発電、日当たりを利用した太陽光発電

問題が大半

 

実践的集落戦略モデル支援プロジェクトを実施した

・農地の整備（圃場整備、用水施設整備、農道整備など） 

・ラジコン草刈り機、防除用ドローン導入とオペレーター育成 

・特産品の開発（ジビエ、米のブランド化、きれいな水や雪を活かしたブランド

 

・観光商品の開発（収穫体験、農作業体験、オーナー制度、鳥獣害動物園など）

・景観を活用したイベント実施（お祭り、コンサート、ホタル）

・空き家の活用（農家民宿、コテージ、貸し家庭農園など） 

・環境、景観保全（ホタルの舞う里、ひまわりロード、展望台設置など）

ネルギー（傾斜利用した小水力発電、日当たりを利用した太陽光発電

問題が大半 

を実施した１３集落

 

・特産品の開発（ジビエ、米のブランド化、きれいな水や雪を活かしたブランド

・観光商品の開発（収穫体験、農作業体験、オーナー制度、鳥獣害動物園など）

・景観を活用したイベント実施（お祭り、コンサート、ホタル） 

台設置など）

ネルギー（傾斜利用した小水力発電、日当たりを利用した太陽光発電

１３集落） 

・特産品の開発（ジビエ、米のブランド化、きれいな水や雪を活かしたブランド

・観光商品の開発（収穫体験、農作業体験、オーナー制度、鳥獣害動物園など） 

台設置など） 

ネルギー（傾斜利用した小水力発電、日当たりを利用した太陽光発電） 
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